
TaxFlash

www.pwc.com/id

Tax Indonesia / 2015 年 6 月 / 17 号
高級品売上税および第 22 条所得税関連法規の最新動向

P1
/純所得計算基準の最新動向

P2

高級品売上税および第 22 条所得税関連法規の最新動向

2015 年 6 月 9 日、財務大臣は以下の通り、2 つの新たな規則を公布しました。

1. 自動車以外で高級品売上税（LST）の対象となる課税品の種類に関する財務大臣規則

No.106/PMK.010/2015（以下「PMK 第 106 号」）（2015 年 7 月 9 日に発効）

2. 第 22 条所得税（PPh 22）の徴収に関する財務大臣規則 No.107/PMK.010/2015（以下「PMK 第

107 号」）（2015 年 8 月 8 日に発効）

本稿では主な変更点およびこれら規則間の相互関係について詳細をご紹介します。

特定商品の高級品からの除外―高級品売上税から第 22 条所得税への移行

高級品売上税は高級品の輸入またはインドネシア国内における生産に適用されてきました。経済成長を

維持し、購買力を高めるため、PMK 第 106 号では、高級品としての分類が適切ではなくなったと判断され

た多数の消費財が高級品から除外されました。高級品から除外された消費財には、家電製品、家具、電

子製品、バッグ、靴および宝石が含まれます。高級品売上税負担分がコストに含まれなくなったことを受け、

これらの消費財の販売価格が下がることにより、購買力の向上が期待されます。

上記の消費財のリストは、輸入時に税率 10%の第 22 条所得税の課税対象となる特定消費財のリストの

一部として PMK 第 107 号にて規定されます。第 22 条所得税は、これらの消費財がインドネシア国内で

生産された場合には適用されません。従来、これらの消費財の輸入は、輸入者 ID 番号（Angka

Pengenal Impor、以下「API」）を使用した場合、一般輸入品に対する 2.5%の第 22 条所得税の課税対

象となっていたか、もしくは API を使用しない場合は 7.5%の課税対象となっていました。第 22 条所得税

は輸入額に対して課税され、その課税額は輸入者が年度所得税額計算時に税額控除として利用できま

す。
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第 22 条所得税の新たな課税事象

また PMK 第 107 号では、第 22 条所得税の課税対象となる以下の取引が追加されています。

No 課税事象 税率(%) 課税標準額

1 インドネシア政府と鉱業協力契約（Mining Cooperation

Agreement）または作業契約（Contract of Work）を締結している

輸出者以外の者が行う石炭、金属鉱物および非金属鉱物の輸出

1.5 輸出額

2 鉱業権（Izin Usaha Pertambangan、以下「IUP」）を保有する法

人または個人からの石炭、金属鉱物および非金属鉱物の購入

1.5 販売価格

3 製造業者からの金塊の販売 0.45 販売価格

上記の第 22 条所得税課税対象リストの詳細は、PwC インドネシアの貴社担当者までお気軽にお問い合わせください。

第 22 条所得税の徴収者

国有企業（Badan Usaha Milik Negara、以下「BUMN」）による事業のための購入については、BUMN が販売者に対する

第 22 条所得税の徴収者としての役割を担い、一般的に販売価格の 1.5%が徴収されますが、特に林業、プランテーション経

営、農業、牧畜業および漁業に従事する BUMN の場合には、第 22 条所得税率は販売価格の 0.25%と規定されています。

付加価値税徴収者の規則に従い、PMK 第 107 号では、BUMN により直接所有される事業体および組織再編プロセスの対

象となる BUMN を含むように、第 22 条所得税徴収者としての BUMN のカテゴリーが拡大されています。

第 22 条所得税徴収者による特定の購入に対する免除措置

国庫/予算使用者の代理人および BUMN に加えて、

a) IUP 保有者からの石炭、金属鉱物および非金属鉱物の購入者、および

b) 林業、プランテーション経営、農業、牧畜業および漁業に従事する企業

による以下の消費財の購入・使用に関する支払いは、第 22 条所得税の徴収が免除されます。

1. 石油燃料、ガス燃料、潤滑油、郵便製品、

2. 水道および電気、

3. 生産分与契約（Production Sharing Contract）の契約企業または契約企業本社からの石油、ガス（上流

工程の副産物を含む）、並びに

4. 共同事業契約（Joint Operation Contract）の契約企業からの地熱および電力

また、林業、プランテーション経営、農業、牧畜業および漁業に従事する企業は、事業のための購入について、それが

2 千万ルピア以下であれば免除措置の対象になります。

純所得計算基準の最新動向

国税総局（DGT）は 2015 年 4 月 10 日付けで、純所得計算基準（見積純所得）に関する規則 No. PER-17/PJ/2015

（以下「PER 第 17 号」）を公布しました。

PER 第 17 号では、現行の税法規定に合致するよう、見積純所得を適用できる納税者の総売上基準額が 6 億ルピア

から 48 億ルピアに調整されます。

企業分類（Klasifikasi Lapangan Usaha、以下「KLU」）数は、業種のさらなる細分化により 183 から 1,434 に増えまし

た。見積純所得税率は依然として企業の所在地を基に算定されます。見積純所得の最高率は依然 55%ですが、最低

率は 3%から 8.5%に引き上げられました。
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また PER 第 17 号では、税務監査において、納税者が帳簿記録の管理を怠った、または証拠資料に付随する帳簿記

録の提出に非協力的である場合、税務当局は職権にて見積純所得率を適用することができると規定しています。

見積純所得率については 2 つのリストが規定されており、1 つは法人納税者（見積純所得率:12%～71%）、そしてもう 1

つは個人納税者（見積純所得率:10%～69%）となっています。

PER 第 17 号の規定範囲は、政府規則 2013 年第 46 号と重複する部分があり、両規則は総売上が 48 億ルピア未満

の個人納税者を規定の適用対象としています。しかし、この規則は 2016 会計年度（納税申告書は 2017 年に提出）か

ら適用されます。したがって、PER 第 17 号発効前に上記規則の重複について調整が図られるものと予想されます。

上記の国際税務アップデートについて、ご質問等ございましたら PwC の貴社担当者までお気軽にお問い合わせください。
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